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情報通信審議会議事規則第５条により、平成２２年１０月２６日付けで公告された「ブロードバンド

サービスが全国に普及するまでの移行期における基礎的電気通信役務（ユニバーサルサービス）制

度の在り方」答申（案）に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

（文中では敬称を省略しております。）
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（別紙） 

該当部分 意見 

はじめに  「光の道」の実現によって、ブロードバンドが将来的にすべての世帯で利用

され、いずれ広く国民に不可欠なサービスとなることが期待されていますが、そ

れまでの移行期において、「光の道」の実現へのインセンティブが損なわれな

いことが重要と考えます。 

さらに、国民的資産を継承し、国民の負担によって電話ネットワークを維持し

てきたＮＴＴ東・西が、「光の道」実現に向け、メタルから光へのマイグレーショ

ンを進めていく過程の中で、メタル／光の二重投資の回避やメタル撤去、光化

やＩＰ化等によってコストを削減し、国民負担を最小化できることが今回の見直

しの大前提であると考えます。 

しかしながら、メタル回線を保有するＮＴＴ東・西は、議論の前提となるＩＰ網

への移行計画を公表したものの、コアネットワークである交換機からＩＰ網への

マイグレーション時期を示したのみであり、アクセス回線であるメタルから光へ

のマイグレーション時期については、具体性に欠けていると言わざるを得ませ

ん。そのため、メタル回線の扱いや移行に伴う課題も含め、具体的に明らかに

し、国民による議論の結果を踏まえた計画を策定し、その中で、例えばアフォ

ーダブルな光ＩＰ電話単独メニューの導入やメタル回線の撤去をいつまでにど

のように進めるのか等を国民に対して提示し確実に実行すべきと考えます。 

 

第１章 

ユ ニ バ ー

サ ル サ ー

ビ ス 制 度

の 見 直 し

の背景 

第２節 検討の方向性 

 

ア 移行期についての考え方 

（ア）電話からブロードバンドへの移行 

「光の道」構想が実現するまでの移行期において、 ユニバーサルサービス

として確保されるべきサービスは引き続き「音声通話」（＝「電話」）であると考え

ます。このため、今回の見直しに際しても、基本的には電話時代のユニバーサ

ルサービス制度の枠組みを継続すべきであり、この観点から、答申（案）におけ

る検討の方向性は妥当であると考えます。 

 

（イ）メタルから光への移行 

「光の道」推進にあたっては、光ファイバが主要な手段であるものの、CATV

や無線など様々な手段によって現状の加入電話とほぼ同等の「音声通話」の

実現が可能となっていることを踏まえて検討すべきと考えます。 
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第２章 

ユ ニ バ ー

サ ル サ ー

ビ ス の 対

象となる光

ＩＰ電話の

範囲 

第３節 

誰 も が 利 用 可 能 な 料 金

（affordability） 

イ 対象となる範囲 

対象となる範囲については、サービスごとの提供実態を踏まえて慎重に検

討すべきと考えます。今回の見直しにおいては、「ブロードバンドサービスと一

体では提供されていない光ＩＰ電話を対象として検討することが適当」とされて

いますが、適格電気通信事業者以外の光ＩＰ電話を前提にした場合、最終手

段の確保という点を考慮すれば、メタル撤去は現時点では直ちに実現できるも

のではありません。したがって、「光の道」実現に向けては、メタル回線が撤去

できるような環境を早期に整えるため、適格電気通信事業者によってアフォー

ダブルな光ＩＰ電話単独メニューが全国的に提供されることが望ましいと考えま

す。 

２０１０年６月末時点で、ＦＴＴＨの契約数が１，８５６万契約であるのに対し、

０ＡＢＪ－ＩＰ電話の契約数は約１，５３８万契約であり、ＩＲＵ地域においては光Ｉ

Ｐ電話単独利用が比較的多いことを勘案しても、ほとんどのユーザーがブロー

ドバンドサービスと一体で提供されている光ＩＰ電話を利用していると推測され

ます。近年、ＦＴＴＨによるブロードバンドサービスの増加率は鈍化傾向にある

ことから、敷設済みの光ファイバの利用率を高めるとともに一層の光ファイバ整

備を促進するためには、前述のとおり、アフォーダブルな光ＩＰ電話単独メニュ

ーの導入が必要と考えます。ただし、その際には、従来メタル回線上で実現し

ていた競争環境を引き続き確保できるよう、公正な接続条件の担保が必須で

あると考えます。 

 

 

３章 

電気通信

事業法等

に 基 づ く

規制の適

用 の 在 り

方 

第１節 

基礎的電気通信役務に関

する規制の適用範囲 

ウ 考えられる選択肢についての検討 

 （ウ）③についての検討 

答申（案）中の③の案のように「加入電話を提供している事業者の光ＩＰ電話

をユニバーサルサービスの対象」とした場合に、上記のとおり適格電気通信事

業者以外の光ＩＰ電話については、今回の見直しの趣旨であるメタル撤去、メタ

ルと光の二重投資の回避の実効性を現時点では確保できないため、適格電

気通信事業者以外の光ＩＰ電話をユニバーサルサービスの対象とすることは必

ずしも妥当ではないと考えます。 

 

したがって、今回の見直しにおける約款等の規制については、加入電話を

提供しているか否かではなく適格電気通信事業者であるか否かを前提に考慮

することがより適切です。仮に、答申（案）のとおり、「加入電話を提供している

事業者の光ＩＰ電話」をユニバーサルサービスの対象とした場合、同じ品質水

準、同程度の料金水準の光ＩＰ電話を提供する事業者であっても、加入電話の

提供有無だけで適用される規制が異なることになり、機動的な料金設定ができ

ない等、公平な競争状態ではなくなることが懸念されます。 

 

以上より、適格電気通信事業者以外の光ＩＰ電話はメタルの撤去に直ちには

結びつかないことから、基礎的電気通信役務に課される各種規制については

対象外とするか、より軽易な最小限の規制とし、過度の規制強化は回避すべき

と考えます。 
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さらに、加入電話と光ＩＰ電話のどちらかを提供するかを「ＮＴＴ東・西の判

断」に委ねると、結果的に光ＩＰ電話の提供が遅れ、メタル撤去、メタルと光の

二重投資の回避が達成されず「光の道」が促進されない懸念もあるため、適格

電気通信事業者が光ＩＰ電話を提供したエリアについては、ユーザーのコンセ

ンサスを得ることを前提にメタル撤去を義務付けるべきと考えます。 

 

なお、アフォーダビリティの要件を充たさない光ＩＰ電話については、個人向

けか法人向けかに拘わらず、ユニバーサルサービスの対象外であると理解し

ています。 

第４章 

補 て ん の

在り方 

 

第１節 

補てんの要否 

光ＩＰ電話は、現時点では、不採算地域を含めて全国あまねく展開する義務

が課されているわけではなく、各社の経営判断に基づいて展開されていること

から、現行制度の下では補てんする必要はないと考えます。 

とりわけ、適格電気通信事業者による光ＩＰ電話単独メニューの提供は、当

面、自治体ＩＲＵ地域に限られており、自治体によって構築された設備を低コス

トで調達した上で、サービス提供が行われていることから、答申（案）のとおり、

補てんは不要と考えます。 

ただし、将来的に光ＩＰ電話が構造的に著しい赤字に陥ることになった場合

には、別途その維持について新たな枠組みを検討することが考えられます。 

第２節 

光ＩＰ補正の要否 

加入電話から光ＩＰ電話への移行は、ＮＴＴ東・西が経営判断によって行って

いるものであり、「光の道」の推進や国民負担の最小化に向けて、今回の見直

しの趣旨であるメタル撤去を前提とすべきであることを踏まえると、未使用メタ

ルのコストは自ずと削減されることから光ＩＰ補正は不要と考えます。 

 

第５章 

今後の移

行の進展

等 に 伴 い

さ ら に 検

討 す べ き

課題 

第２節 

ＮＴＴ東・西が検討中のメタ

ルアクセスのままＩＰ網に収

容される電話の扱い 

「加入電話と同程度の料金水準のメタルＩＰ電話」について、ユニバーサルサ

ービスの対象とするか否かにかかわらず、ＮＴＴ東・西のメタルアクセスのＮＧＮ

収容を認めるのであれば、技術的にどのような仕組みで提供されるのか等を見

極めた上で、これまでの競争の成果を損なわないよう、ＮＧＮについて、公正

な接続条件を担保するうえで必要となる機能を開放すべきと考えます。 
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第６章 

「光の道」

構想の実

現 後 を 見

据 え た そ

の 他 の 課

題 

 将来の「光の道」実現に向けた高コスト地域の超高速ブロードバンドサービ

スの整備・維持については、ＮＴＴ東・西に限らず民間の活力を生かして進め

ていくべきであり、ＣＡＴＶや無線等の多様な技術で様々な事業者がユニバー

サルサービスを支えていくことが考えられます。 

上述の観点から、移行期において、これらの多様な技術によって「光の道」

を推進していくためには、現行のユニバーサルサービス制度とは別の、超高速

ブロードバンドサービスの整備・維持するための新たな枠組みに関する検討を

速やかに開始することが必要と考えます。 

 


